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ノートルダム清心女子大学成績等の評価とＧＰＡ制度に関する規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は，ノートルダム清心女子大学学則（以下「学則」という。）第４５条第

９項の規定に基づき，成績等の評価等に関する取扱いについて，必要な事項を定めるもの

とする。 

２ 学業成績を総合的に判断する指標としてグレード・ポイント・アベレージ（以下「ＧＰ

Ａ」という。）を用い，算出方法等について必要な事項を定めるものとする。 

 

（評語と基準等） 

第２条 評語及びグレード・ポイント（以下「ＧＰ」という。）並びにその基準等は，次表

のとおりとする。 

評語 評点（整数） 評価内容 ＧＰ 

秀 １００点～９０点 合格 到達目標を十分に達成し，極めて優秀な

成果を修めている。 

４ 

優 ８９点～８０点 到達目標を十分に達成している。 ３ 

良 ７９点～７０点 到達目標を一定程度達成している。 ２ 

可 ６９点～６０点 到達目標を最低限達成している。 １ 

不可 ５９点～０点 不合格 到達目標を達成していない。 ０ 

放棄 ― 不合格 出席が規定の授業回数の３分の２に満

たない場合など，評価の対象とならない

場合。 

０ 

認定 ― 合格 他大学において単位を修得した科目等

の単位を認定する場合。 

対象外 

不認 ― 不合格 不認定。 

履修科目登録単位上限に含まれる科目

を，単位互換制度において履修し評価が

不合格だった場合。 

対象外 

 

（対象授業科目等） 

第３条 本学の学士課程で開講する全ての授業科目をＧＰＡの対象授業科目とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，次の各号に掲げる授業科目に該当する場合は，ＧＰＡの対象

外とし，既修得の授業科目についても遡って適用する。 

（１）履修科目の取消しの手続きを行った科目 

（２）第２条に規定する認定の評語により，単位が認定された科目 
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（３）教務委員会で指定された授業科目 

 

（ＧＰＡの算出） 

第４条 全期間通算のＧＰＡ（以下「通算ＧＰＡ」という。），各年度のＧＰＡ（以下「年度

ＧＰＡ」という。）及び各学期のＧＰＡ（以下「学期ＧＰＡ」という。）は，次の式により

計算するものとし，その数に小数点以下第２位未満の端数があるときは，小数点以下第３

位の値を四捨五入するものとする。 

通算ＧＰＡ＝ 
（全期間の履修科目のＧＰ×当該科目の単位数）の総和  

     全期間の履修科目単位数の総和 

年度ＧＰＡ＝ 
（当該年度に成績評価が行われた履修科目のＧＰ×当該科目の単位数）の総和  

     当該年度に成績評価が行われた履修科目単位数の総和 

学期ＧＰＡ＝ 
（当該学期に成績評価が行われた履修科目のＧＰ×当該科目の単位数）の総和  

     当該学期に成績評価が行われた履修科目単位数の総和 

 

（学生への成績通知） 

第５条 学生へは，成績通知表等により，評語，ＧＰ及びＧＰＡ並びにその他必要事項を記

載して通知する。 

 

第６条 この規程の改廃は，委員会及び教授会の審議を経て学長が決定する。 

 

 

   附 則 

１ この規程は，２０１９年４月１日から施行する。 

２ ２０１８年度以前に認定された成績評価を基にして算出されたＧＰＡは，学生に不利

益が生じる場合は，これを利用してはならない。 

   附 則 

１ この規程は，２０１９年９月２０日から施行する。 

 


